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天
保
改
革
と
大
坂
の
芸
能
統
制

i
i
『
天
保
御
改
正
録
』
所
収
文
書
を
め
ぐ
っ
て
！
｜

中

l
 

i
 

－－
E
F
 

桂

は

じ

め

に

近
世
期
の
芸
能
興
行
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
、
そ
れ
が
公
儀
の
統
制
下
に
行
わ
れ
て
お
り
、
公
儀
の
政
策
に
よ
っ
て
様
々
な
影

響
を
受
け
た
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
中
で
も
い
わ
ゆ
る
天
保
改
革
ば
、
芸
能
興
行
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
。
天
保
改
革
は
者
修
禁
止
・
風
俗
粛
正
を
図
っ
て
庶
民
生
活
を
統
制
し
、
幕
政
を
立
て
直
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
芸
能
興
行
も
そ

う
し
た
面
で
取
締
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

歌
舞
伎
・
人
形
浄
瑠
璃
に
代
表
さ
れ
る
大
坂
の
芝
居
が
、
こ
の
天
保
改
革
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
か
に
つ
い
て
は
、

近
年
で
は
、
南
和
男
氏
や
田
中
豊
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
の
把
握
が
な
さ
れ
て
い
る
（
南
和
男
氏
「
天
保
改
革
と
歌
舞
伎
取
り

締
り

l
l
一
二
部
と
遠
国
奉
行
支
配
地
を
中
心
と
し
て
！
i

」
〔
西
山
松
之
助
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
江
戸
の
芸
能
と
文
化
』
古
川
弘
文

67 

館
〕
。
田
中
豊
氏
「
芸
能
と
風
俗
」
〔
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
四
巻
、
第
四
章
第
六
節
〕
o

本
稿
で
は
、
従
来
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
、
大
阪
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府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
の
『
天
保
御
改
正
録
』
中
の
一
文
書
（
全

m了
。
以
下
「
御
改
正
録
文
書
」
と
表
記
）
を
中
心
に
、
大
阪
天
満

な

だ

い

宮
所
蔵
の
触
書
等
に
も
拠
り
な
が
ら
改
革
時
の
経
過
を
整
理
し
、
さ
ら
に
「
御
改
正
録
文
書
」
に
現
れ
る
諸
名
代
の
変
遷
か
ら
、
近
世

中
・
後
期
の
大
坂
芸
能
界
の
動
き
の
一
端
を
辿
っ
て
み
た
い
。

な
お
、
『
天
保
御
改
正
録
』
は
全
四
冊
に
及
ぶ
、
天
保
改
革
時
に
大
坂
で
出
さ
れ
た
触
書
の
写
し
の
集
成
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
芸
能

関
連
の
触
書
の
ほ
と
ん
ど
は
、
既
に
『
大
阪
市
史
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
取
り
上
げ
る
「
御
改
正
録
文
書
」
の
み
『
大
阪
市

史
』
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
写
し
で
あ
る
た
め
か
名
代
の
人
名
な
ど
に
や
や
誤
り
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
貴
重
な
史
料
と
認
め
ら

れ
る
の
で
、
本
稿
末
に
、
原
形
通
り
に
全
文
の
翻
刻
を
掲
げ
た
。

ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
「
木
谷
俸
次
郎
氏
蔵

古
書
類
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
数
点
の
文
書
が
、
大
阪
市
史
編
纂
所
蔵
の
『
雑

競
』
中
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
中
に
「
御
改
正
録
文
書
」
と
同
様
の
触
書
を
基
に
写
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
伝
存
ず
る
。
内

容
は
「
御
改
正
録
文
書
」
に
比
し
て
甚
だ
簡
略
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
御
改
正
録
文
書
」
が
欠
く
発
布
日
時
が
記
さ
れ
て
い
る
。

各
芝
居
の
存
廃
状
況

ま
ず
、
こ
の
改
革
下
に
お
け
る
、
歌
舞
伎
を
始
め
と
す
る
諸
芸
能
へ
の
規
制
を
辿
っ
て
お
き
た
い
。

幕
府
の
諸
政
策
は
基
本
的
に
江
戸
か
ら
発
し
、
そ
れ
が
京
都
・
大
坂
へ
も
通
達
さ
れ
る
ケ
l
ス
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
芝
居
関

係
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
江
戸
で
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
の
暮
れ
、
そ
れ
ま
で
木
挽
町
・
堺
町
・
葺
屋
町
に
位
置
し
て
い
た
歌
舞
伎

の
三
座
が
、
火
災
を
契
機
に
郊
外
の
猿
若
町
に
強
制
移
転
と
な
り
、
新
た
な
芝
居
町
が
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
出
来
事
が
一
連
の
興
行

規
制
の
発
端
と
い
え
る
。
ま
た
寺
社
境
内
の
芝
居
は
同
十
三
年
九
月
以
降
、
次
々
に
取
り
払
い
を
命
じ
ら
れ
、
中
絶
中
の
小
屋
の
再
興



も
禁
じ
ら
れ
る
な
ど
、
種
々
の
制
約
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
折
に
役
者
に
対
し
て
も
厳
格
な
統
制
が
な
さ
れ
、
役
者
の
芝
居
町
へ

の
集
住
や
一
般
人
と
の
交
際
を
禁
じ
る
触
れ
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
身
分
的
な
差
別
を
含
め
て
様
々
な
制
約
が
課
せ
ら
れ
た
。

芸
能
粛
正
の
基
本
方
策
は
上
方
へ
も
通
達
さ
れ
、
芝
居
興
行
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
下
、
大
坂
に
お
け
る
芸
能
関
連
の
触

れ
を
、
順
を
追
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

天
保
十
三
年
の
四
月
十
六
日
に
、
浄
瑠
璃
会
・
見
世
物
・
芝
居
等
へ
の
諸
注
意
が
な
さ
れ
て
い
る
（
『
大
阪
市
史
』
第
四
下
、

違

天保改革と大坂の芸能統制l

O
ニ
四
〉
。
こ
こ
で
は
、

・
町
家
に
お
い
て
小
見
世
物
同
様
に
、
浄
瑠
璃
や
軍
書
講
釈
・
咽
等
の
類
を
奉
行
所
に
無
断
で
開
催
す
る
こ
と
。

－
寺
社
の
境
内
等
で
、
女
性
を
交
え
た
芸
能
を
行
っ
た
り
、
歌
舞
伎
狂
言
同
様
の
内
容
を
催
す
こ
と
。

等
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
お
お
ま
か
な
諸
注
意
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
五
月
に
入
っ
て
か

ら
、
各
々
の
興
行
地
な
ど
具
体
的
な
措
置
が
取
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

五
月
十
二
日
に
は
、
身
に
過
ぎ
た
行
い
を
禁
止
す
る
と
の
方
向
か
ら
、
役
者
を
は
じ
め
浄
瑠
璃
語
り
・
三
味
線
弾
き
・
そ
の
他
鳴
物

渡
世
や
人
形
遣
い
な
ど
芝
居
掛
り
の
者
が
、
町
在
に
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
や
、
芝
居
外
の
日
常
生
活
で
は
袴
の
着
用
を
禁
じ
る
触
書

が
出
さ
れ
た
（
同
・
触
五
四
七
九
〉
。

そ
し
て
こ
の
月
、
大
坂
に
存
在
し
た
道
頓
堀
・
各
新
地
・
寺
社
境
内
の
芝
居
の
存
廃
と
、
近
世
初
期
か
ら
こ
の
時
点
ま
で
連
綿
と
続

い
て
い
た
浄
瑠
璃
・
舞
・
説
経
の
諸
名
代
の
廃
止
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
諸
芝
居
小
屋
・
能
舞
台
・
相
撲
場
を
一
括
し
て
、
そ
の

据
え
置
き
分
と
廃
止
分
を
示
し
た
の
が
、
『
天
保
御
改
E
録
』
所
収
の
文
書
で
あ
る
。

{i9 

こ
こ
で
据
え
置
き
と
さ
れ
た
の
は
道
頓
堀
に
位
置
す
る
芝
居
の
う
ち
角
、
中
、
若
太
夫
、
竹
田
、
筑
後
（
こ
の
当
時
は
一
般
に
は
大
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西
芝
居
と
称
さ
れ
る
）
の
五
座
と
堀
江
市
之
側
西
側
芝
居
、

堀
江
荒
木
芝
居
（
実
際
は
天
満
天
神
芝
居
）
、

曽
根
崎
新
地
三
町
持
芝
居

の
計
八
か
所
で
あ
っ
た
。

大
坂
に
は
公
許
の
芝
居
と
し
て
、
道
頓
堀
の
芝
居
の
ほ
か
に
、
各
新
地
に
土
地
繁
盛
の
助
成
を
白
的
と
し
て
、
能
舞
台
や
茶
屋
株
と

共
に
認
め
ら
れ
た
芝
居
株
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
該
新
地
以
外
の
場
所
で
芝
居
の
興
行
が
な
さ
れ
る
際
に
、
貸
借
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
大
坂
の
新
地
に
は
、
許
可
年
代
順
に
安
治
川
（
堂
島
）
新
地
二
座
、
堀
江
新
地
三
座
、
曽
根
崎
新
地
に
芝
居
二
座
・
小

芝
居
一
座
、
難
波
新
地
に
二
座
の
芝
居
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
据
え
置
き
と
さ
れ
た
新
地
芝
居
の
う
ち
、
堀
江
市
之
側
西
側
芝
居
と
曽

根
崎
新
地
三
町
持
芝
居
は
各
々
の
場
所
で
機
能
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
荒
木
芝
居
に
つ
い
て
は
、
少
々
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。

「
御
改
正
録
文
書
」
に
は
、
荒
木
芝
居
の
項
に
次
の
よ
う
な
但
し
書
き
が
あ
る
。

東
天
満
助
成
之
た
め
去
ル
戊
年
願
済
之
上
、
右
荒
木
芝
居
矢
倉
を
天
満
郷
中
へ
借
り
請
、
右
を
以
同
所
天
神
社
地
ニ
お
ゐ
て
芝
居

小
家
取
補
理
有
之
候
。

こ
の
芝
居
は
元
来
は
堀
江
新
地
に
認
め
ら
れ
た
も
の
の
一
で
あ
る
が
、
文
政
年
間
以
降
は
中
絶
し
て
い
た
。
そ
れ
を
、
天
保
年
聞
に

発
生
し
た
二
度
の
火
災
に
よ
っ
て
荒
廃
し
て
い
た
た
め
、
土
地
復
興
策
の
一
と
し
て
芝
居
の
誘
致
を
計
画
し
た
天
満
郷
が
、
天
保
十
年

（
一
八
三
九
）
に
芝
居
櫓
を
借
り
受
け
て
天
満
天
神
の
境
内
に
芝
居
を
設
け
た
の
で
あ
る
（
文
中
に
は
「
戊
年
」
と
あ
る
が
、
正
し
く

は
亥
年
〔
天
保
十
年
〕
で
あ
る
）
。
設
置
場
所
は
社
寺
の
境
内
な
の
だ
が
、
新
地
の
芝
居
櫓
を
借
り
受
け
て
お
り
、
公
許
芝
居
と
し
て

の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

一
方
、
廃
止
と
な
っ
た
の
は
道
頓
堀
の
角
丸
、
亀
屋
、
大
西
の
各
芝
居
を
始
め
堀
江
市
之
側
新
芝
居
、
安
治
川
の
二
芝
居
、
曽
根
崎



新
地
の
三
町
持
芝
居
と
小
芝
居
、
難
波
新
地
の
芝
居
二
か
所
、
子
供
小
芝
居
（
場
所
不
記
）
の
計
十
一
か
所
。
そ
し
て
浄
瑠
璃
名
代
四

株
、
舞
太
夫
名
代
四
株
、
説
経
太
夫
名
代
二
株
も
こ
の
時
点
で
廃
絶
と
な
っ
た
。
こ
の
史
料
か
ら
は
他
の
触
書
同
様
、
歌
舞
伎
を
始
め

と
す
る
諸
芝
居
と
能
、
相
撲
を
「
官
許
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
悶
列
に
扱
っ
て
お
り
、
大
坂
で
は
芝
居
小
屋
・
能
舞
台
・
相
撲
場
の
処
置

を
ま
と
め
て
実
施
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
扱
い
は
、
江
戸
と
は
異
な
っ
た
大
坂
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
芝
居
小
屋
に
関
し

て
は
道
頓
堀
の
芝
居
と
各
新
地
の
芝
居
へ
の
言
及
に
止
ま
っ
て
お
り
、
名
目
上
は
恒
常
的
な
興
行
を
認
め
て
お
ら
ず
、
興
行
の
た
び
ご

と
に
許
可
を
与
え
る
形
式
で
あ
っ
た
寺
社
境
内
の
芝
居
に
つ
い
て
は
、
別
扱
い
と
い
う
こ
と
で
こ
の
触
書
で
は
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

天保改革と大坂の芸能統制

な
お
、
こ
の
触
書
が
通
達
さ
れ
た
日
時
で
あ
る
が
、
「
御
改
正
録
文
書
」
に
は
「
天
保
十
三
年
五
月
」
と
の
み
あ
り
、
日
付
は
確
認
で

き
な
い
。

一
方
、
『
雑
綴
』
所
収
の
触
書
写
に
は
「
右
之
通
今
十
三
日
申
渡
事
」
と
あ
っ
て
月
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
双
方
の
記
述

か
ら
、
通
達
さ
れ
た
の
は
五
月
十
三
日
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
、
同
月
中
に
寺
社
境
内
の
芝
居
へ
の
対
応
が
実
施
さ
れ
る
。
天
保
改
革
に
お
い
て
は
、
大
坂
に
存
在
し
た
宮
地
の
芝
居
は
、

さ
き
の
天
満
社
内
荒
木
芝
居
を
除
き
、
す
べ
て
取
り
払
い
と
な
っ
た
。
そ
の
通
達
は
五
月
二
十
一
日
付
で
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は

座
摩
社
、
天
満
天
神
社
、
上
難
波
仁
徳
天
皇
社
（
博
労
稲
荷
）
、
御
霊
社
、
西
高
津
仁
徳
天
皇
社
の
五
社
で
あ
る
（
こ
の
件
に
関
し
て
は
、

青
木
繁
氏
「
大
坂
に
お
け
る
天
保
改
革
令
の
寺
社
内
芝
居
へ
の
子
渉
｜
l

大
坂
天
満
宮
の
場
合
を
中
心
に

l
i
」
〔
『
芸
能
史
研
究
』

二
五
号
］
に
詳
し
い
〉
。
こ
れ
ら
の
神
社
の
う
ち
西
高
津
社
を
除
く
四
社
は
当
時
の
宮
地
芝
居
の
中
心
的
な
場
所
で
あ
り
、
こ
れ
ら
以

外
に
頻
繁
に
芝
居
を
催
し
て
い
る
大
坂
の
寺
社
は
考
え
難
い
の
で
、

五
社
へ
宛
て
た
通
達
で
は
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
大
坂
の
宮
地
芝

居
の
一
掃
が
図
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
文
面
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

71 
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被
仰
渡
御
藷
謹
文
之
事

（
中
略
・
：
五
社
宛
〉

其
方
共
社
内
ユ
有
之
小
家
掛
之
儀
ハ
、
兼
而
願
出
有
之
通
堀
立
柱
縄
揚
鐘
麗
賛
囲
ひ
、
全
手
軽
之
小
家
一
一
而
、
講
釈
或
ハ
小
見
せ

物
興
行
可
致
処
、
年
月
相
立
、
最
前
願
出
候
趣
意
致
忘
却
、
い
つ
と
な
く
手
重
之
普
請
い
た
し
、
芝
居
同
様
之
犠
い
た
し
候
趣
相

聞
侯
ニ
付
、
右
芝
居
小
家
者
早
々
取
排
申
付
候

右
被
仰
渡
之
趣
一
同
承
知
仕
、
早
々
取
排
候
様
可
仕
候
。
何
而
櫛
請
謹
文
如
件

南
渡
辺
町

天
保
十
三
年

座
摩
社

壬
寅
五
月
廿
一
日

社
務
印

外
四
ケ
所
連
印

御
奉
行
所

（
大
阪
天
満
宮
蔵
「
小
屋
掛
縮
請
書
」
）

も
と
も
と
寺
社
境
内
の
芝
居
は
恒
常
的
な
も
の
で
は
な
く
、
軽
便
な
小
屋
で
講
釈
や
小
見
世
物
を
興
行
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
一
万
来

の
趣
意
を
忘
れ
て
本
格
的
な
普
請
を
し
、
芝
居
同
様
の
芸
を
行
う
に
至
っ
て
い
る
た
め
、
芝
居
小
屋
は
早
々
に
取
り
払
い
を
申
し
付
け

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
御
改
正
録
文
書
」
の
通
達
が
五
月
十
三
日
と
見
倣
さ
れ
る
の
で
、
公
許
の
芝
居
で
あ
る
道
頓
堀
芝
居
・

新
地
芝
居
へ
の
規
制
が
先
に
出
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
宮
地
芝
居
の
停
止
が
五
月
二
十
一
日
に
命
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
月
段
階
で
は
、
諸
芸
能
へ
の
大
ま
か
な
注
意
が
な
さ
れ
、
こ
れ
が
ま
ず
江
戸
で
出
さ
れ
た
、
芸
能
に
対
す
る
規
制
の
強
化
を
大
坂



で
も
実
行
す
る
と
い
う
方
針
を
知
ら
し
む
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
五
月
に
、
大
坂
に
お
け
る
具
体
的
対
応
と
し
て
、
道
頓

堀
・
新
地
の
芝
居
と
能
舞
台
・
相
撲
場
の
存
続
分
を
指
示
し
、
そ
れ
以
外
の
、
既
に
実
態
を
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
諸
名
代
を
廃
止
し
て
、

さ
ら
に
殻
賑
を
見
せ
て
い
た
も
の
の
公
許
の
扱
い
で
は
な
か
っ
た
宮
地
芝
居
を
切
り
捨
て
た
、
と
い
う
経
過
に
な
る
。
そ
の
基
本
方
針

は
、
「
御
改
正
録
文
書
」
の
前
文
に
も
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

つ
ま
り
公
許
芝
居
の
扱
い
は
、
興
行
中
の
も
の
に
つ
い
て

は
従
来
通
り
存
続
と
し
、
そ
れ
以
外
の
、
諸
権
利
者
が
既
に
退
転
し
て
い
る
も
の
や
、
た
と
え
櫓
主
な
ど
が
継
続
さ
れ
て
い
て
も
実
態

を
伴
っ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
時
点
で
廃
止
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
、
い
わ
ば
現
状
追
認
を
基
本
的
な
方
針
と
し
て
い
た
、

天保改革と大坂の芸能統制

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

右
の
一
連
の
処
置
に
明
ら
か
な
の
は
、
芝
居
小
屋
を
そ
の
立
地
か
ら
道
頓
堀
芝
居
・
新
地
芝
居
・
宮
地
芝
居
と
い
う
区
分
で
と
ら
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
大
坂
の
、
特
に
歌
舞
伎
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ラ
ン
ク
分
け
と
し
て
大
芝
居
・
中
ゥ
芝
居
・
子
供
芝
居
と

い
う
、
役
者
の
格
に
よ
る
分
類
が
あ
り
、
そ
れ
を
基
に
し
た
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
番
付
や
絵
尽
し
等
に
基
づ
く
も
の
で
、

芸
態
研
究
に
と
っ
て
は
有
効
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
中
ヮ
・
子
供
芝
居
役
者
の
混
交
や
、
格
付
け
が
区
別
し
が
た
い
劇
場
も
あ
っ
た

こ
と
が
、
当
時
の
史
料
に
も
み
え
て
お
り
、
こ
の
分
類
は
必
ず
し
も
実
状
に
合
っ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
（
例
え
ば
堀
江

新
地
の
芝
居
に
お
い
て
、
大
芝
居
が
上
演
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
中
ヮ
芝
居
が
か
か
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
〉
。
ま
た
、
こ
の
分

類
は
歌
舞
伎
芝
居
に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
人
形
浄
瑠
璃
も
含
め
た
芝
居
全
体
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
不
都
合
も
生
じ
る
は
ず

で
あ
る
。

一
方
、
興
行
の
研
究
に
お
い
て
は
、
芝
居
小
屋
の
立
地
に
よ
っ
て
、
道
頓
堀
芝
居
・
新
地
芝
居
・
宮
地
芝
居
と
三
区
分
す
る

の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
芝
居
小
屋
に
対
す
る
公
儀
の
取
り
扱
い
と
も
合
致
し
て
お
り
、
研
究
内
容
に
よ
っ
て
は
、
役
者
の
格
に
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基
づ
く
分
類
の
ほ
か
に
、
こ
の
区
分
の
視
点
も
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。



74 

以
上
の
よ
う
な
芝
居
の
立
地
に
基
づ
く
処
置
が
と
ら
れ
た
結
果
、
こ
の
改
革
で
存
続
を
認
め
ら
れ
た
の
が
、
道
頓
堀
と
新
地
の
芝
居

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
宮
地
芝
居
に
つ
い
て
は
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
も
三
都
で
一
掃
さ
れ
た
前
例
が
あ
る
の

だ
が
、
翌
五
年
正
月
刊
の
評
判
記
『
役
者
懐
世
帯
』
冒
頭
の
「
大
坂
五
芝
居
惣
役
者
目
録
」
に
は
、
道
頓
堀
の
芝
居
と
並
ん
で
曽
根
崎

新
地
の
芝
居
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
も
新
地
の
芝
居
小
屋
で
は
引
き
続
い
て
興
行
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
措
置
に
続
い
て
、

七
月
十
八
日
に
は
国
々
城
下
社
地
で
の
旅
芝
居
が
禁
じ
ら
れ
た
（
触
五
五

O
二
）
。
ま
た
同
月
二
十
五

B
に
は
道
頓
堀
等
へ
の
諸
芝
居
に
関
わ
る
芸
能
者
・
諸
名
代
へ
の
取
締
が
通
達
さ
れ
（
達
二

O
五
一
）
、
給
金
の
制
限
の
ほ
か
、
役
者

の
居
住
地
を
道
頓
堀
に
限
り
、
ま
た
市
中
を
往
来
す
る
際
に
は
編
笠
を
着
用
す
る
こ
と
、

一
般
人
に
立
ち
交
じ
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と

な
ど
細
か
な
制
限
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

寄
席
芸
統
制
の
実
態

芝
居
小
屋
へ
の
処
置
が
と
ら
れ
た
後
、
こ
の
年
、
天
保
十
三
年
の
八
月
二
十
日
に
は
、
寺
社
境
内
で
の
「
小
見
世
物
」
と
称
さ
れ
る

咽
・
講
釈
な
ど
寄
席
芸
能
へ
の
対
応
が
通
達
さ
れ
て
い
る
（
大
阪
天
満
宮
蔵
の
文
書
に
よ
る
〉
o

こ
の
触
書
で
は
九
か
所
の
社
寺
に
対

し
、
業
種
を
神
道
講
釈
・
心
学
・
軍
書
講
談
・
昔
噺
の
四
種
に
制
限
し
た
上
で
、
寄
席
芸
の
興
行
に
許
可
を
与
え
て
い
る
。
な
お
九
社

寺
と
は
生
国
魂
（
生
玉
）
社
・
座
摩
社
・
天
満
天
神
・
上
難
波
町
仁
徳
天
皇
社
（
博
労
稲
荷
〉
・
御
霊
社
・
玉
造
稲
荷
・
堀
江
和
光
寺
・

法
善
寺
・
西
高
津
町
仁
徳
天
皇
社
で
あ
る
。
女
性
の
出
演
と
、
鳴
り
物
を
交
え
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
純
粋
な
語
り
芸
の
み
を
許
可

し
よ
う
と
の
姿
勢
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
に
お
い
て
、
女
浄
瑠
璃
へ
の
警
戒
か
ら
寄
席
芸
能
へ
の
制
限
が
な
さ
れ
た
際
の
、
基
本
的
な

方
針
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。



八
月
に
寺
社
境
内
に
お
け
る
寄
席
へ
の
対
策
が
決
定
さ
れ
た
後
、
十
一
月
に
今
度
は
市
中
で
の
対
応
が
定
め
ら
れ
た
。
十
一
月
二
十

八
日
付
の
口
達
（
達
二

O
七
一
二
）
で
は
、
市
中
の
小
見
世
物
興
行
に
つ
い
て
も
芸
内
容
を
前
掲
の
四
種
に
限
定
し
、
女
性
と
鳴
り
物
も

寺
社
地
と
同
様
に
締
め
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
四
業
を
催
す
際
も
、
先
だ
っ
て
四
月
十
六
日
付
で
触
れ
渡
し
た
通
り
、
そ
の
度
ご
と
に

奉
行
所
へ
届
け
を
出
す
よ
う
に
、
と
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
文
面
に
よ
る
限
り
、
市
中
の
寄
席
に
つ
い
て
は
数
的
な
制
限
は
な
か
っ
た

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

天保改草と大坂の芸能統制

こ
こ
で
天
保
改
革
時
の
江
戸
と
大
坂
の
寄
席
統
制
に
つ
い
て
少
し
整
理
し
て
お
く
と
、
江
戸
で
は
天
保
十
三
年
二
月
に
、
ま
ず
市
中

の
寄
席
を
十
五
軒
に
限
り
、
業
種
を
四
種
に
制
限
し
た
。
続
い
て
五
月
、
寺
社
境
内
の
寄
席
を
九
軒
と
定
め
、
同
様
に
内
容
を
四
種
の

み
と
し
て
い
る
。

一
方
、
大
坂
で
は
江
戸
の
基
本
方
針
に
倣
い
、
ま
ず
寺
社
境
内
の
寄
席
に
関
し
て
小
屋
の
据
え
置
き
を
認
め
る
九
か

所
を
指
定
し
、
業
穫
を
制
限
し
た
。
そ
の
後
、
市
中
の
寄
席
興
行
を
四
種
に
限
り
、
興
行
ご
と
の
届
け
出
を
義
務
づ
け
て
い
る
が
、
軒

数
を
制
限
し
た
記
録
は
見
い
だ
せ
な
い
。
以
上
か
ら
大
坂
の
特
徴
と
し
て
、
基
本
的
に
は
江
戸
に
追
従
し
た
寄
席
対
策
を
行
っ
て
い
る

も
の
の
江
戸
ほ
ど
の
厳
し
さ
は
な
く
、
ま
た
寺
社
地
の
寄
席
か
ら
取
締
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
市
中
の

寄
席
が
中
心
で
あ
っ
た
江
戸
に
対
し
て
、
大
坂
の
寄
席
は
寺
社
地
を
本
拠
と
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
対
応
の
違
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
江
戸
の
寄
席
制
限
で
は
、
市
中
・
寺
社
境
内
各
々
に
お
い
て
寄
席
小
屋
数
が
限
定
さ
れ
た
の
に
対
し
、
大
坂
で
は
興
行
を
認
め

る
九
社
寺
を
指
示
し
た
だ
け
で
小
屋
数
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
一
社
寺
の
境
内
に
複
数
の
寄
席
小
屋
が
立
ち
並
ぶ
と
い
う
こ

と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
実
を
示
す
史
料
も
残
さ
れ
て
い
お
山

こ
れ
に
よ
り
、
大
坂
で
も
興
行
が
許
さ
れ
る
の
は
、
江
戸
と
同
じ
く
さ
き
の
神
道
講
釈
・
軍
書
講
談
・
心
学
・
昔
噺
の
四
種
の
み
と
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な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
他
の
諸
芸
能
に
つ
い
て
は
、
十
二
月
二
十
八
日
に
特
定
の
場
所
に
限
り
そ
の
営
業
を
許
可
す
る
こ
と
と
な
っ
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た
（
達
二

O
八
六
）
。
そ
の
口
達
の
う
ち
当
該
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

難
波
新
地
続
野
側
弁
西
横
堀
流
末
新
築
地
之
義
ハ
、
地
味
悪
敷
、
作
物
生
立
不
宜
、
或
ハ
家
建
等
自
力
及
兼
、
追
々
小
見
世
も
の

小
屋
等
ニ
一
地
所
貸
渡
、
助
成
－
一
致
し
来
侯
趣
等
開
候
問
、
以
来
右
試
ケ
所
一
一
限
り
、
前
書
四
業
之
外
、
類
業
相
催
候
儀
不
苦
候
、

す
な
わ
ち
、
難
波
新
地
と
西
横
堀
の
開
拓
地
こ
か
所
に
限
っ
て
は
、
そ
の
土
地
の
繁
栄
の
た
め
、
四
種
以
外
の
芸
能
を
行
っ
て
も
よ

い
と
の
通
達
で
あ
る
。
以
後
、
こ
の
二
か
所
は
諸
芸
能
や
見
世
物
の
小
屋
が
林
立
し
、
寺
社
地
か
ら
追
わ
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
も
西
横
堀

へ
移
っ
て
く
る
な
ど
し
て
、
天
保
改
革
以
降
は
大
坂
の
代
表
的
な
芸
能
空
間
と
し
て
賑
わ
う
こ
と
に
な
る
。

新
地
・
宮
地
芝
居
の
復
活
ま
で

さ
て
、
天
保
十
三
年
に
は
道
頓
堀
の
五
座
と
と
も
に
興
行
継
続
を
許
さ
れ
た
新
地
芝
居
で
あ
っ
た
が
、
翌
十
四
年
に
な
る
と
、
改
め

て
新
地
格
の
芝
居
小
屋
も
取
り
払
い
と
な
っ
た
。
そ
の
直
接
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
当
時
の
見
聞
録

『
浮
世
の
有
様
』
（
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
十
一
巻
、
三
一
書
房
）
の
天
保
十
四
年
の
記
事
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

昨
年
大
坂
中
に
て
、
芝
居
の
数
相
定
り
、
道
頓
堀
の
外
、
堀
江
市
側
の
芝
居
、
北
新
地
の
芝
居
、
天
満
天
神
社
内
の
芝
居
此
三
ケ

所
は
御
免
を
蒙
り
て
、
こ
れ
ま
で
興
行
い
た
し
居
候
所
、
今
度
三
ケ
所
共
芝
居
取
払
被
仰
付
、
右
に
付
重
た
る
役
者
共
は
、
道
頓

堀
に
て
芝
居
に
抱
へ
人
も
あ
れ
と
も
、
上
手
な
ら
ざ
る
役
者
を
は
、
更
に
抱
へ
る
人
な
し
。
さ
れ
は
と
て
、
こ
れ
迄
の
如
く
、
夷

な

か

か

せ

ぎ

中
の
持
も
な
り
か
た
く
、
三
都
の
外
に
て
芝
居
興
行
な
り
か
た
き
に
そ
、
八
月
上
旬
に
至
り
、
役
者
共
百
二
十
人
申
合
、
役
者
を



は
相
止
め
、
何
也
共
外
商
完
を
い
た
し
度
旨
、
御
奉
行
所
へ
願
ひ
出
し
に
そ
、
神
妙
の
事
也
。
左
様
に
い
た
す
へ
し
と
御
聞
屈
に

て、

一
人
へ
扇
子
二
本
つ
ム
下
さ
れ
し
と
云
（
後
略
〉
。

前
年
度
に
芝
居
が
道
頓
堀
と
各
新
地
に
限
定
さ
れ
た
際
、
奉
行
所
側
に
あ
っ
た
の
は
芝
居
の
特
定
空
間
へ
の
聞
い
込
み
と
い
う
発
想

で
あ
り
、
こ
れ
は
江
戸
と
同
様
に
役
者
と
一
般
人
と
の
交
流
を
断
っ
て
風
俗
粛
正
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
芝
居
関
係
者
を

道
頓
堀
に
集
住
さ
せ
る
と
の
法
令
が
順
守
さ
れ
た
場
合
、
当
然
違
頓
堀
以
外
の
芝
居
に
は
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
南
和
男
氏
が

天保改革と大坂の芸能統制

「
天
保
改
革
と
歌
舞
伎
取
り
締
り
」
の
中
で
引
用
し
て
い
る
、
天
保
十
四
年
正
月
の
大
坂
西
町
奉
行
阿
部
遠
江
守
か
ら
老
中
水
野
忠
邦

宛
の
伺
書
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
（
略
）
此
度
江
戸
木
挽
町
狂
言
座
権
之
助
芝
居
猿
若
町
江
替
地
相
成
候
趣
ニ
付
、
当
表
之
儀
も
役
者
共
住
所
、
道
頓
堀
λo
堀

江
或
は
天
満
芝
居
江
日
々
相
通
候
而
は
、
往
々
不
取
締
之
基
ニ
付
、
道
頓
堀
江
替
地
申
付
候
方
－
一
も
可
有
之
哉
と
心
付
候
得

共
、
左
候
而
は
夫
々
土
地
助
成
之
廉
取
失
、
其
上
道
頓
堀
－
一
相
応
之
場
所
も
無
之
侯
付
猶
又
勘
弁
仕
、
以
来
右
両
所
芝
居
之

儀
、
人
形
取
突
侯
浄
瑠
璃
其
外
右
類
業
相
催
候
儀
は
格
別
、
三
都
歌
舞
伎
役
者
共
抱
入
狂
言
座
興
行
致
し
候
儀
不
相
成
旨
申

渡
差
止
侯
様
可
仕
候
哉

一
、
大
坂
曽
根
崎
新
地
之
儀
も
、
宝
永
年
中
開
発
之
節
、
助
成
之
た
め
芝
居
櫓
三
ケ
所
差
免
、
右
之
内
弐
ケ
所
は
当
時
芝
居
小
屋

無
之
、
残
壱
ケ
所
ニ
一
間
興
行
仕
来
候
処
前
同
様
之
趣
意
－
一
付
、
是
又
以
来
狂
言
座
輿
行
差
止
侯
様
可
仕
侯
哉

77 

つ
ま
り
、
道
頓
堀
以
外
の
地
で
の
芝
居
興
行
を
許
す
こ
と
に
な
る
と
、

一
項
め
の
箇
条
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
役
者
た
ち
が
、
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居
住
地
と
定
め
た
道
頓
堀
か
ら
堀
江
や
天
満
の
芝
居
に
通
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
芝
居
か
ら
の
悪
し
き
風
俗
が
一
般
に
影
響
す
る

こ
と
を
避
け
る
た
め
に
芸
能
空
聞
を
限
定
し
よ
う
と
し
た
一
連
の
政
策
が
徹
底
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
そ
れ
ら
の
芝
居
を
道
頓
堀
へ
引

き
移
す
案
が
考
慮
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
の
伺
書
が
提
出
さ
れ
た
天
保
十
四
年
正
月
の
段
階
で
は
、
そ
れ
で
は
各
土
地
助
成
と
い

う
狙
い
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
人
形
浄
瑠
璃
や
類
業
の
み
認
め
る
こ
と
と
し
て
歌
舞
伎
興
行
は
差
し
止
め
て
は
ど
う
か
、
と
い
う

見
解
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
細
か
な
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
は
公
儀
は
、
土
地
助
成
よ
り
も
風
俗
粛
正
を
優
先
さ

せ
、
こ
の
年
の
う
ち
に
堀
江
・
天
満
・
曽
根
崎
の
芝
居
を
取
り
払
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
天
保
十
三
・
十
四
年
の
二
年
聞
に
亙
る
大
坂
で
の
芝
居
小
屋
規
制
の
経
緯
は
、
ま
ず
当
初
は
、
遊
楽
空
間
と
し

て
設
定
し
た
道
頓
堀
の
公
許
芝
居
と
、
新
地
助
成
の
た
め
櫓
を
認
め
た
新
地
芝
居
の
う
ち
幾
つ
か
は
残
存
と
し
、
宮
地
の
芝
居
は
一
掃

し
た
が
、
翌
年
に
な
っ
て
道
頓
堀
へ
の
固
い
込
み
徹
底
を
図
る
た
め
、

い
っ
た
ん
は
残
し
た
新
地
の
芝
居
を
、
土
地
助
成
の
名
目
を
切

り
捨
て
て
廃
止
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
新
地
・
宮
地
芝
居
の
取
り
払
い
が
法
的
に
解
除
さ
れ
る
の
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
十
二
月
二
十
二
日
の
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
を
伝
え
る
の
が
次
の
触
書
で
あ
る
（
触
六
一
回
二
）

0

市
中
為
繁
栄
、
諸
興
行
物
弁
茶
屋
差
免
之
事

此
度
市
中
為
繁
栄
、
曾
根
崎
新
地
・
堀
江
・
天
満
郷
等
江
新
規
芝
居
小
屋
査
ケ
所
ツ
午
、
井
三
郷
通
用
三
間
能
舞
台
相
撲
櫓
萱

ケ
所
ツ
ム
差
免
候
、
追
而
場
所
取
極
、
右
芝
居
一
一
一
向
芸
業
之
義
ハ
、
操
座
・
浄
瑠
理
・
舞
大
夫
・
説
経
座
等
之
内
輿
行
中
付
候
、

（
中
略
）



一
当
表
寺
社
境
内
ニ
前
々
有
来
候
芝
居
小
屋
、
先
達
而
為
取
払
候
処
、
比
度
生
玉
・
座
摩
・
天
満
天
神
社
・
上
難
波
町
仁
徳
天
皇

社
・
御
霊
社
・
玉
造
稲
荷
社
・
堀
江
和
光
寺
・
難
波
村
法
善
寺
・
高
津
社
等
境
内
ニ
而
、
全
堀
込
柱
縄
か
ら
み
小
屋
一
一
而
、
操

座
・
浄
瑠
理
・
説
経
座
等
之
内
興
行
新
規
差
免
候
、

右
之
篠
々
今
般
江
戸
表
J
御
下
知
を
以
申
渡
候
、

右
之
趣
三
郷
町
中
不
洩
様
可
触
知
者
也

天保改革と大坂の芸能統制j

新
地
芝
居
に
つ
い
て
は
、
天
保
十
四
年
に
撤
去
し
た
三
か
所
に
対
し
て
再
び
許
可
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
宮
地
芝
居
の
許
可
に
関
し

て
は
、
こ
の
触
が
出
さ
れ
た
こ
ろ
に
は
芝
居
が
徐
々
に
復
活
し
て
い
た
の
で
、
名
目
的
な
要
素
が
強
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
芝
居
小
屋
の

設
置
を
許
可
さ
れ
て
い
る
九
寺
社
が
、
天
保
十
三
年
八
月
に
小
見
世
物
小
屋
を
許
さ
れ
た
箇
所
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
生
玉
社
を
は
じ
め
、
実
際
こ
の
当
時
に
は
芸
能
興
行
が
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
場
所
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
地
が
実
情
と
は
無
関
係
に
公
儀
が
指
定
し
た
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
触
書
に
見
ら
れ
る
新
地
・
宮
地
芝
居
の
認
可
場
所
に
せ
よ
、
ま
た
芸
内
容
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
操
座
・
浄
瑠
理
・
舞

大
夫
・
説
経
座
」
と
い
う
種
目
に
せ
よ
、
や
は
り
こ
れ
が
天
保
度
の
改
革
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
「
市

中
繁
栄
」
は
決
し
て
新
た
な
股
賑
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
取
り
払
い
前
の
状
況
の
回
復
を
図
ら
ん
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宮
地
で
の
芸
能
興
行
は
、
実
際
に
は
禁
令
が
弛
緩
し
て
い
た
面
も
あ
っ
た
も
の
の
、
と
も
か
く
、
翌
安
政
五
年
に
は

阿
弥
陀
池
和
光
寺
と
座
摩
社
で
人
形
浄
瑠
璃
が
復
活
す
る
な
ど
、
寺
社
境
内
は
再
び
芝
居
の
賑
わ
い
を
取
り
一
す
こ
と
と
な
る
。
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四

「
御
改
正
録
文
書
」
に
み
ら
れ
る
諸
名
代
の
経
緯

天
保
十
三
年
の
時
点
で
、
各
種
の
名
代
は
そ
の
存
廃
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
御
改
正
録
文
書
」
に
記

さ
れ
て
い
る
各
種
の
名
代
に
つ
い
て
、
そ
の
初
期
か
ら
の
経
緯
を
簡
単
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

芝
居
へ
の
権
利
の
付
与
が
大
坂
で
初
め
て
行
わ
れ
た
の
は
、
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。
「
浪
花
文
庫
」
（
『
大
阪
編

年
史
』
五
巻
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
に
次
の
三
名
代
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。

一
、
大
坂
名
代

道
頓
堀
士
口
左
衛
門
中
之
芝
居

塩
屋
九
郎
右
衛
門

一
、
同

立
慶
町
角
之
芝
居

大
坂
太
左
衛
門

一
、
同

士
日
左
衛
門
町
大
西
芝
居

松
本
名
左
衛
門

こ
の
後
、
承
応
か
ら
寛
文
年
間
に
か
け
て
、
歌
舞
伎
を
は
じ
め
浄
瑠
璃
、
説
経
、
舞
な
ど
の
諸
名
代
が
許
可
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で

あ
る
。歌

舞
伎
や
浄
瑠
璃
な
ど
の
大
坂
の
諸
名
代
が
ま
と
め
て
－
記
さ
れ
て
い
る
最
初
の
史
料
は
、
管
見
で
は
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
〉
一
一
一
月

刊
の
『
難
波
雀
』
（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
。
以
下
①
と
記
す
）
で
あ
る
。
「
歌
舞
伎
座
」
の
項
に
芝
居
小
屋
名
は
記
さ
ず
、
（
松

本
）
名
左
衛
門
、
（
塩
屋
）
九
郎
右
衛
門
、
（
大
坂
〉
太
左
衛
門
、

（
大
和
屋
）
甚
兵
衛
、

（
河
内
屋
）
与
八
郎
の
五
名
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
名
代
五
株
は
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
刊
の
『
難
波
丸
網
目
』
（
中
尾
松
泉
堂
書
店
。
同
③
）
で
は
、
与
八
郎
が
抜
け
て

塩
屋
九
左
衛
門
が
加
わ
っ
た
五
名
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
刊
の
『
歌
舞
妓
事
始
』
（
芸
能
史
研
究
会
編



『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
六
巻
・
歌
舞
伎
三
二
書
房
〕
所
収
。
同
④
〉
の
「
大
坂
芝
居
名
代
井
矢
倉
株
」
に
は
河
内
屋
与
八

郎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

此
名
代
己
前
ハ
浜
芝
居
也
。
与
八
郎
名
代
勘
三
郎
と
い
ふ
も
の
譲
り
う
け
夫
よ
り
江
戸
へ
下
り
生
死
し
れ
ず
。
是
よ
り
此
名
代
な

し。
つ
ま
り
、
延
享
年
閉
ま
で
に
、
与
八
郎
を
除
い
た
五
名
代
が
定
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
与
八
郎
の
名
代
が
途
切
れ
た
時
期
は
明
瞭
で

天保改革と大坂の芸能統制

な
い
が
、
天
保
十
三
年
の
時
点
で
存
続
を
許
さ
れ
た
道
頓
堀
芝
居
の
五
名
代
は
、
延
宝
以
後
、
延
享
ま
で
の
段
階
で
確
立
し
た
と
見
ら

れ
そ
う
で
あ
る
。

次
に
浄
瑠
璃
の
名
代
を
追
っ
て
み
た
い
。
①
の
「
浄
瑠
璃
座
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
伊
藤
）
出
羽
、
播
磨
、
（
大
坂
〉
次
郎

兵
衛
、
虎
屋
源
太
夫
の
四
名
で
あ
る
が
、
延
宝
七
年
五
月
板
の
『
増
補
難
披
雀
』
（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
、
こ
こ
で
は
中
之
島
図

書
館
蔵
の
複
写
本
に
よ
る
。
同
②
）
に
は
こ
れ
に
「
上
野

木
や
七
兵
へ
」
と
宇
兵
衛
が
加
わ
り
六
名
と
な
っ
て
お
り
、
以
後
の
史
料

か
ら
み
て
も
、
こ
の
六
株
と
い
う
の
が
浄
瑠
璃
名
代
の
最
大
限
と
い
え
る
。
＠
の
「
浄
留
利
太
夫
名
代
」
に
は
竹
本
義
太
夫
、
豊
竹
越

前
が
加
わ
っ
て
播
磨
と
上
野
が
設
け
た
六
株
が
示
さ
れ
て
い
る
。
④
の
「
大
坂
浄
瑠
璃
操
名
代
」
は
各
々
の
変
遷
に
僅
か
な
が
ら
も
触

れ
て
い
る
の
で
、

一
部
を
以
下
に
引
用
し
よ
う
。

一
、
同

虎
屋
長
右
衛
門

今
源
太
夫

81 

一
、
同

今
又
出
羽

出
羽

後
信
濃
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一
、
同

大
和

今
筑
後

一
、
同

上
野

今
越
前

こ
れ
よ
り
②
の
「
上
野

木
や
七
兵
へ
」
の
株
が
、
延
享
年
閉
ま
で
に
は
豊
竹
越
前
名
義
と
な
り
、
以
後
天
保
期
ま
で
経
過
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
、
三
市
恨
め
の
「
大
和

今
筑
後
」
と
い
う
名
義
は
こ
れ
が
初
出
で
あ
り
、
十
八
世
紀
半
ば
に
も
ま
だ
浄
瑠
璃
名

代
は
移
動
が
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
「
御
改
正
録
文
書
」
に
記
さ
れ
た
浄
瑠
璃
名
代
に
つ
い
て
見
る
と
、
宇
兵
衛
の
名

代
で
興
行
し
て
い
た
大
西
芝
居
が
廃
止
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
名
代
主
の
名
義
の
み
が
継
続
さ
れ
て
い
た
竹
本
義
太
夫
・
豊
竹
越
前
、

す
で
に
継
承
者
が
絶
え
て
い
た
伊
藤
出
羽
・
次
郎
兵
衛
の
四
株
も
こ
の
時
点
で
打
ち
切
り
と
な
っ
て
い
る
（
残
る
一
株
は
記
載
が
な
い
）

0

舞
・
説
経
の
名
代
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
と
、
①
に
見
ら
れ
る
「
舞
座
」
は
文
太
夫
、
兵
太
夫
、
市
太
夫
の
三
株
、
「
説
経
」
は
与

七
郎
の
一
株
で
あ
る
が
、
②
で
は
説
経
に
七
太
夫
が
加
わ
り
二
株
と
な
っ
て
い
る
。
③
の
「
舞
太
夫
名
代
」
に
は
金
太
夫
が
加
わ
っ
て

四
株
と
な
り
、
延
享
年
閉
ま
で
に
は
舞
・
説
経
の
名
代
が
出
揃
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
③
に
お
い
て
名
代
主
が
継
続
さ
れ

て
い
る
の
は
兵
太
夫
と
与
七
郎
の
み
で
あ
り
、
他
の
四
株
は
「
此
名
代
主
無
之
」
と
あ
っ
て
、
十
八
世
紀
半
ば
に
は
舞
・
説
経
が
既
に

廃
れ
て
き
て
い
る
様
子
が
読
み
と
れ
る
。
「
御
改
正
録
文
書
」
の
段
階
で
は
、
名
代
が
継
続
さ
れ
て
い
る
の
は
舞
の
兵
太
夫
・
金
太
夫

の
み
で
、
他
は
す
べ
て
既
に
退
転
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
舞
・
説
経
の
名
代
が
一
掃
さ
れ
た
の
も
順
当
な
結
果
と
い
え
る
。

む

す

び

以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
諸
名
代
の
変
遷
は
、
江
戸
時
代
も
初
期
の
、
道
頓
堀
が
次
第
に
芝
居
町
と
し
て
活
気
を
帯
び
て
き
た
こ
ろ



に
次
々
と
許
可
さ
れ
た
、
歌
舞
伎
を
始
め
と
す
る
舞
・
説
経
・
か
ら
く
り
な
ど
様
々
な
芸
能
の
諸
名
代
が
、
江
戸
の
中
期
か
ら
後
期
を

経
て
、
そ
の
種
目
も
次
第
に
淘
汰
さ
れ
、
変
容
し
て
い
っ
た
様
子
の
一
端
を
表
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
変
容
に
つ
い
て
は
、

十
九
世
紀
以
降
の
宮
地
芝
居
の
台
頭
も
見
逃
せ
な
い
要
因
で
あ
ろ
う
。
天
保
改
革
の
時
点
で
は
浄
瑠
璃
株
が
衰
退
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
人
形
浄
瑠
璃
が
公
儀
の
名
代
を
必
要
と
し
な
い
宮
地
芝
居
で
次
第
に
盛
ん
と
な
り
、
興
行
の
中
心
が
道
頓
堀
か
ら
宮
地
や
新
地
の
小

屋
に
移
っ
た
た
め
で
、
天
保
年
間
の
浄
瑠
璃
名
代
の
実
態
は
当
時
の
興
行
の
実
情
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
御
改
正
録

文
書
」
に
示
さ
れ
た
諸
名
代
の
存
続
と
廃
止
も
、
近
世
後
期
の
そ
の
よ
う
な
状
況
を
表
す
一
資
料
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

天保改革と大坂の芸能統制

な
お
、
「
御
改
正
録
文
書
」
に
は
、
天
保
十
三
年
当
時
の
名
代
・
芝
居
主
等
の
諸
権
利
所
有
者
に
つ
い
て
興
味
深
い
記
録
も
記
さ
れ

て
い
る
。
特
に
道
頓
堀
芝
居
に
つ
い
て
は
当
時
の
興
行
機
構
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
史
料
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
十
分
に
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
は
「
御
改
正
録
文
書
」
に
記
さ
れ
た
興
行
上
の
諸
権
利

に
つ
い
て
十
分
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
近
世
大
坂
の
興
行
研
究
の
大
き
な
問
題
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
格
的
な
検

討
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
（

1
〉

（

2
〉
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〈

3
）

こ
の
直
接
史
料
は
自
に
し
て
お
ら
ず
、
こ
こ
は
南
氏
論
文
、
守
屋
毅
氏
『
近
世
芸
能
興
行
史
の
研
究
』
（
弘
文
堂
〉
に
よ
る
。

翌
天
保
十
四
年
十
一
月
に
、
元
伏
見
坂
町
・
難
波
新
地
一
丁
目
の
二
か
所
を
、
改
め
て
役
者
・
人
形
遣
い
な
ど
の
居
住
地
に
定
め
て
い
る

（
『
大
阪
市
史
』
第
四
下
、
触
五
六
O
二）。

大
阪
天
満
宮
蔵
「
小
屋
掛
縮
請
書
」
に
小
屋
ご
と
の
届
出
が
整
理
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
「
浪
華
の
賑
ひ
」
（
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』
十
巻
、

角
川
書
店
〉
に
も
い
く
つ
か
の
社
寺
に
草
書
講
釈
・
昔
噺
の
小
屋
が
あ
っ
た
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。

ハ
大
学
院
後
期
課
程
学
生
〉
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【
翻
刻
日
『
天
保
御
改
正
録
』
所
収
文
書
〕

差
上
申
御
請
証
文
之
事

一
、
大
坂
表
之
儀
ハ
諸
国
雑
人
多
入
込
侯
場
所
－
一
而
、

歌
舞
妓
狂
言
・
浄
瑠
理
等
之
儀
ハ
愚
昧
之
世

俗
を
勧
善
懲
悪
之
趣
意
も
有
之
、
其
上
金
銀

融
通
之
一
ト
廉
与
者
乍
申
、
先
前
右
様
之
品
数
多

差
免
し
候
よ
り
、
右
ユ
引
連
遊
手
空
民
も
多
相
成

土
地
之
風
儀
ニ
拘
り
侯
儀
一
一
付
、
此
度
格
別
之
御
改
正

之
儀
ニ
什
、
当
時
輿
行
仕
来
候
芝
居
・
相
撲
矢
倉

名
代
・
能
舞
台
又
者
此
節
右
舞
台
取
繕
中

等
之
分
ハ
唯
今
迄
之
通
据
置
、
其
徐
矢
倉
主
・

名
代
迄
退
転
い
た
し
候
分
ハ
勿
論
、
た
と
へ
右
之
類

斗
連
綿
い
た
し
候
共
不
繁
昌
三
間
小
家
無
之
、
中
絶

同
然
一
一
相
成
候
分
減
切
申
付
候
。
此
後
右
ケ
所
品
数

左
之
通
可
心
得
候
。

一 名
、代

立主
慶~＇.；
町実乙
角左
芝衛
居門

新
淡
路
町

矢
倉
主
亀
屋
伊
兵
衛

天
満
伊
勢
町

名
代
茶
屋
士
口
右
衛
門

小
家
主

名
代
大
和
屋
甚
兵
衛

一
、
同
所
若
太
夫
芝
居

一名
、代

同聾
所雪
11'禁
固衛〕
芝門
居

名
代
塩
屋
九
一
位
伺
門

一
、
吉
左
衛
門
町
中
芝
居

名
代
松
本
名
左
衛
門

一
、
同
所
筑
後
芝
居

立
慶
町
淡
路
屋
吉
三
郎

矢

倉

主

同

居

皇

の

同

町

淡

路

屋

つ

る

小

家

主

代

判

清

七

玉
造
岡
山
町

名

代

升

屋

五

兵

衛

西
宮
両
津
新
地
七
丁
目

名
代
和
泉
屋
治
右
衛
門

富
島
弐
丁
目

矢
倉
主
大
和
屋
又
左
衛
門

名矢芝高
代倉 居 麗
主主橋

'Ef 
丁

島日
藤屋 H

兵
衛

新
淡
路
町

芝
居
主

矢
倉
主

名
代

亀
屋
伊
兵
衛
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前
々

J
名
代
毎
日
之
候

一
、
御
池
通
弐
丁
目

市
之
側
西
側
芝
辰

名
代
荒
木
与
次
兵
衛

一
、
同
所
四
丁
目

荒
木
芝
居

順
慶
町
五
丁
目金

屋
六
右
衛
門

同
居
善
三
郎

幼
少
－
一
付代

判
幸
助

芝
居
主

長
堀
橋
本
町

矢
倉
主
大
和
屋
清
兵
衛

御
池
通
弐
丁
目

名
拭
配
人
塩
屋
喜
右
衛
門

橘
通
壱
丁
目

矢
倉
主
播
磨
屋
喜
兵
衛

天
満
伊
勢
町

小
家
主
加
茂
屋
源
兵
衛

天
満
郷
中
惣
代

同
所
天
神
筋
町

借
り
主
伊
賀
屋
半
兵
衛

地
主
支
配
人

但、東
天
満
助
成
之
た
め
去
ル
戊
年
願
済
之
上
、
右
荒
木

芝
居
矢
倉
を
天
満
郷
中
へ
借
り
請
、
右
を
以
問
所

天
神
社
地
－
一
お
ゐ
て
芝
居
小
家
取
補
理
有
之
侯
。

堀
江
郷
中
年
番

持

主

年

寄

天
満
橋
村
屋
敷

借
り
主
坂
野
屋
太
助

堀
江
郷
中
ニ
相
応
之
場
所
無
之
候
－
一
付
、
文
政
十
一
子
年

願
済
之
上
、
当
時
天
満
橋
村
屋
敷
明
地
面
－
一
而
舞

台
取
補
理
有
之
侠
。

橘
通
壱
丁
目

一
、
能
舞
台

一
、
曽
根
崎
新
地

三
町
持
芝
居

曽
根
崎
新
地
壱
丁
目

平
野
屋
清
助

同
所
弐
丁
目岡

本
屋
右
兵
衛

同
所
コ
一
丁
目薬

屋
和
七
郎

一
、
堀
江
郷
中
持
相
撲

堀
江
郷
中
年
番年

寄

一
、
難
波
新
地
相
撲

願
主
三
町
年
寄

幸
町
壱
了
目
小
橋
屋

勘
左
衛
門
借
家

住
吉
口
座
和
助

同
居

矢

倉

主

安

三

郎
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南
久
太
郎
町
壱
丁
目

能
太
夫古

春
左
衛
門

位
、
右
能
舞
台
之
儀
者
先
代
左
衛
門
依
願

差
免
シ
。

一
、
能
舞
台

右
口
々
者
当
時
夫
々
輿
行
仕
来
、
又
者
能
舞
台

取
繕
中
之
分
者
此
後
も
只
今
迄
之
通
据
置
候
。

名
代
大
和
屋
小
三
郎

一
、
立
慶
町
角
丸
芝
居

一
、
亀
屋
芝
居

名
代
宇
兵
衛

一
、
士
口
左
衛
門
町
大
西
芝
居

一
、
御
池
通
弐
丁
目

市
之
側
新
芝
居

玉
造
上
清
水
町

矢
倉
主
綿
屋
三
士
ロ

立
慶
町

名
代
備
前
屋

矢
倉
主
藤
右
衛
門

惣
右
衛
門
町
小
山
屋
新
六

借
家
竹
田
縫
之
助
事

名
代
岩
田
屋

矢
倉
主
縫
之
助

御
池
通
三
丁
目

矢
倉
主
木
屋
利
右
衛
門

一
、
能
舞
台
弐
ケ
所

堀
江
郷
中
持

前
々
・
8
名
代
無
之
候

一
、
安
治
川
上
壱
丁
目
芝
居

一同
、断

同

上
弐
丁
目
芝
居

一
、
曽
根
崎
新
地
三
町
持
芝
居

一
、
同
新
地
持
小
芝
居

一
、
子
供
小
芝
居

浄
溜
理
太
夫
元
名
代

一
、
竹
本
儀
太
夫

堀
江
郷
中
年
番

矢

倉

主

年

寄

安
治
川
上
壱
丁
目

矢

倉

主

年

寄

向

上

弐

丁

目

矢

倉

主

年

寄

曽
根
崎
新
地
一
一
一
町

矢

倉

主

年

寄

同
一
二
丁
目

小
家
主
大
和
屋
久
右
衛
門

立
慶
町

名
代

大
和
屋
兵
右
衛
門

北
久
太
郎
町
官
官
丁
目

名
代
主
伏
見
屋
佐
兵
衛

同
居
源
之
助



右
同
断

一
、
豊
竹
恵
知
普

玉
造
岡
山
町

名
代
主
升
自
民
五
兵
衛

舞
太
夫
名
代

一
、
兵
太
夫

向
上
清
水
町

名
代
主
綿
屋
三
吉

天保改革と大坂の芸能統制j

一右
、同

f 金断
太
夫

箱
屋
町
捨
皮
屋
吉
兵
衛

同
居

名
代
主

柏
木
小
雛

浄
瑠
理
太
夫
名
代

一
、
伊
藤
出
羽

退
転

右
同
断

一
、
治
郎
兵
衛

退
転

説
経
太
夫
名
代

一
、
与
七
郎

退
転

右
同
断

一
、
七
太
夫

退
転
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右
同
断

一
、
又
太
夫

退
転

宥
同
断

一
、
市
太
夫

退
転

一
、
相
撲
矢
倉
弐
ツ

退
転

一
、
難
波
新
地
新
芝
居

弐
ケ
所

難
波
新
地
弐
丁
目

淡
路
屋
清
七

但、不
繁
昌
ニ
付
一
小
残
中
絶
い
た
し
芝
居
小
家
無
之
、
右

矢
倉
を
当
時
外
芝
居
中
江
貸
渡
有
之
候
得
共

先
前
A
O
右
矢
倉
を
以
奥
行
仕
来
侯
芝
居
無
之
候
。

一
、
難
波
新
地
能
舞
台

茨
木
町
土
井
得
敬
同
居

舞
台
主
生
一
龍
之
助

右
口
々
者
名
代
主
致
退
転
、
又
者
矢
倉
主
・
名
代
主
・

舞
台
主
斗
り
致
連
綿
候
得
共
、
不
繁
昌
一
一
市
小
家

無
之
、
当
時
中
絶
同
然
－
一
相
成
侯
ニ
付
、
此
後
減
切
－
一
申

付
候
。

右
之
通
相
心
得
可
申
候
。
尤
此
後
据
置
申
付
候
分
者
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右
駄
ケ
所
口
同
数
相
減
侯
－
一
よ
り
、
諸
芝
居
木
戸
銭
・

桟
敷
代
其
外
場
所
貸
賃
等
直
増
致
問
敷
、
銘
々

働
次
第
直
段
引
下
ケ
可
申
候
。

右
之
通
被
仰
渡
、
一
同
承
知
奉
田
氏
侯
o
h
w
而
御
翁
証
文

差
上
申
所
如
件
。

一
、
歌
舞
妓
芝
居
捻
壱
ケ
所
退
転

一
、
能
舞
台
三
ケ
所
退
転

一
、
相
撲
矢
倉
弐
ケ
所
退
転

一
、
浄
瑠
理
名
代
四
ケ
所
不
残
退
転

一
、
舞
太
夫
名
代
四
ケ
所
不
残
退
転

一
、
説
経
太
夫
弐
ケ
所
不
残
退
転

天
保
十
三
寅
年
五
月

新
淡
路
町

亀
屋
伊
兵
衛

外
五
拾
三
人

連
印

都
合
三
拾
入
ケ
所
之
内

歌
舞
妓
芝
居
八
ケ
所
興
行

能
舞
台
弐
ケ
所
奥
行

相
撲
矢
倉
弐
ケ
所
興
行

〆
拾
弐
ケ
所
据
置
ニ
成
ル
。

残
弐
拾
六
ケ
所
退
転
減
切
也
。

御
奉
行
所

一
、
歌
舞
妓
芝
居
入
ケ
所
興
行

一
、
能
舞
台
弐
ケ
所
興
行

一
、
相
撲
矢
倉
弐
ケ
所
興
行


